
2 監視指導

(１)　年度別監視指導状況

施設数 目標監視件
数※1

監視件数
※2

監視率
※3

施設数 目標監視件
数※1

監視件数
※2

監視率
※3

施設数 目標監視件
数※1

監視件数
※2

監視率
※3

28 83,482 71,742 70,384 98.1% 30,644 23,442 25,650 109.4% 52,838 48,300 44,734 92.6%

27 84,976 76,806 80,422 104.7% 31,148 23,931 28,532 119.2% 53,828 52,875 51,890 98.1%

26 87,093 78,130 81,281 104.0% 31,928 23,635 26,995 114.2% 55,165 54,495 54,286 99.6%

25 88,375 78,151 84,731 108.4% 32,575 23,981 24,990 104.2% 55,800 54,170 59,741 110.3%

24 88,481 80,728 78,147 96.8% 32,590 22,378 21,678 96.9% 55,891 58,350 56,469 96.8%

許可を 28 52,005 — 41,542 — 17,660 — 14,086 — 34,345 — 27,456 —

要する 27 52,766 — 46,196 — 17,882 — 15,680 — 34,884 — 30,516 —

施設 26 54,028 — 46,600 — 18,361 — 14,772 — 35,667 — 31,828 —

25 54,730 — 50,133 — 18,729 — 13,700 — 36,001 — 36,433 —

24 54,930 — 45,403 — 18,813 — 11,489 — 36,117 — 33,914 —

許可を 28 31,477 — 28,842 — 12,984 — 11,564 — 18,493 — 17,278 —

要しな 27 32,210 — 34,226 — 13,266 — 12,852 — 18,944 — 21,374 —

い施設 26 33,065 — 34,681 — 13,567 — 12,223 — 19,498 — 22,458 —

25 33,645 — 34,598 — 13,846 — 11,290 — 19,799 — 23,308 —

24 33,551 — 32,744 — 13,777 — 10,189 — 19,774 — 22,555 —

（注）　施設数は，平成２８年３月末現在。

※1　監視指導計画に基づく目標監視件数

※2　監視指導計画に基づく監視件数

※3　監視指導計画に基づく実施率
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合計

政令市保健所
区分 年度

総　　　　　　　数 県立保健所

　県内の食品関係営業施設は，営業許可を要する施設が５２，００５施設，営業許可を要しない施設が３１，４７７施設で合計８３，４８２施設である。

　平成2８年度の監視指導の状況は，監視総件数７０，３８４件，実施率９８．１％であり，内訳は，営業許可を要する施設が４１，５４２件，営業許可を要し

ない施設が２８，８４２件であった。



(２)　業種別監視指導状況

　ア　許可を要する施設に対する監視指導状況

営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数

一 般 食 堂 ・ レ ス ト ラ ン 等 20,008 10,325 4,507 2,271 15,501 8,054

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 4,176 6,018 1,539 1,893 2,637 4,125

旅 館 626 570 343 313 283 257

そ の 他 3,678 1,694 2,070 1,111 1,608 583

2,283 2,887 976 1,097 1,307 1,790

10 100 5 56 5 44

0 0 0 0 0 0

41 168 19 109 22 59

2 8 2 8 0 0

3,694 5,724 1,450 1,539 2,244 4,185

17 113 11 30 6 83

54 166 11 41 43 125

242 467 85 176 157 291

48 101 31 62 17 39

6,291 2,586 2,170 930 4,121 1,656

26 44 11 17 15 27

86 196 29 114 57 82

5,568 3,861 2,174 1,675 3,394 2,186

199 372 56 75 143 297

3,212 3,435 1,297 1,471 1,915 1,964

45 111 17 44 28 67

7 31 2 7 5 24

17 26 10 17 7 9

1 3 1 3 0 0

96 81 78 60 18 21

77 134 40 69 37 65

32 54 18 15 14 39

77 73 51 48 26 25

111 171 68 106 43 65

3 0 1 0 2 0

146 223 68 110 78 113

926 1,430 420 430 506 1,000

60 60 21 22 39 38

0 0 0 0 0 0

84 237 49 149 35 88

21 54 8 5 13 49

41 19 22 13 19 6

52,005 41,542 17,660 14,086 34,345 27,456

（注）　施設数は，平成28年3月末現在。

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

醤 油 製 造 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業
（ 上 記 及 び 下 記 以 外 ）

納 豆 製 造 業

添加物（法11条第1項の規定により規格が定められた
も の に 限 る 。 ） 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

政　　　令　　　市　　　計

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

豆 類 製 造 業

喫 茶 店 営 業

あ ん 類 製 造 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業

県　　　立　　　計県　　　合　　　計

乳 製 品 製 造 業

み そ 製 造 業

食 肉 販 売 業

食 肉 製 品 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー ト ニ ン グ 製 造 業

業　　　種

飲
食
店
営
業

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 製 造 業

乳 処 理 業

特 別 牛 乳 さ く 取 処 理 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

集 乳 業

計　　　　　　　　　（１）

氷 雪 販 売 業

食 肉 処 理 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

乳 類 販 売 業

氷 雪 製 造 業

魚 介 類 販 売 業
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イ　許可を要しない施設に対する監視指導状況

営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数 営業施設数 監視件数

学 校 329 212 90 160 239 52

病 院 ・ 診 療 所 478 305 124 142 354 163

事 業 所 121 104 37 24 84 80

そ の 他 1,224 568 482 283 742 285

229 12 209 12 20 0

3,760 3,528 2,445 1,555 1,315 1,973

3,027 3,858 1,483 1,501 1,544 2,357

2,929 3,464 1,479 1,531 1,450 1,933

4,491 3,467 2,014 1,814 2,477 1,653

11,658 10,161 3,713 3,201 7,945 6,960

12 19 6 11 6 8

1,898 1,664 564 777 1,334 887

0 0 0 0 0 0

1,321 1,480 338 553 983 927

31,477 28,842 12,984 11,564 18,493 17,278

（注）　施設数は，平成28年3月末現在。

政　　令　　市　　計

添加物（法第11条第１項の規定により規格が定めら
れ た も の を 除 く 。 ） の 製 造 業

県　　　合　　　計
業　　　　　　　　種

給
食
施
設

乳 さ く 取 業

そ う ざ い 販 売 業

野 菜 ・ 果 物 販 売 業

添 加 物 の 販 売

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 販 売 業

食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）

食 品 製 造 業
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計　　　　　　（２）

氷 雪 採 取 業

器 具 ・ 容 器 包 装 ・ お も ち ゃ の
製 造 業 又 は 販 売 業

県　　　立　　　計



(３)　保健所，支所別監視指導状況

施設数 目標監視件数 監視件数 実施率 施設数 監視件数 施設数 監視件数

83,482 71,742 70,384 98.1% 52,005 41,542 31,477 28,842

30,644 23,442 25,650 109.4% 17,660 14,086 12,984 11,564

3,756 2,125 2,196 103.3% 2,350 1,237 1,406 959

広島 5,290 3,998 4,492 112.4% 2,978 2,545 2,312 1,947

呉 931 1,074 1,478 137.6% 488 490 443 988

5,588 4,329 4,967 114.7% 3,679 3,009 1,909 1,958

東部 7,326 7,087 7,705 108.7% 4,807 4,177 2,519 3,528

福山 2,387 1,611 1,753 108.8% 1,152 1,160 1,235 593

5,366 3,218 3,059 95.1% 2,206 1,468 3,160 1,591

52,838 48,300 44,734 92.6% 34,345 27,456 18,493 17,278

31,729 33,900 30,520 90.0% 22,385 18,914 9,344 11,606

8,058 5,000 4,940 98.8% 4,027 2,693 4,031 2,247

13,051 9,400 9,274 98.7% 7,933 5,849 5,118 3,425

（注）　施設数は，平成28年3月末現在。

許 可 を 要 し な い 施 設許 可 を 要 す る 施 設

総　　計
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呉　　　市

福　山　市

北部

政　令　市　計

広　島　市

西部東

県　立　計

西部

保健所・支所
総　　　　　　　　　計



(４)　保健所，支所別業種別食品営業施設数

　ア　許可を要する施設

広島 呉 福山

3,736 5,226 969 5,538 7,288 2,367 5,284 30,408 31,101 7,849 12,888 51,838 82,246

一般食堂・レストラン
等

597 742 100 978 1,253 233 538 4,441 11,396 1,420 2,391 15,207 19,648

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 179 256 41 312 414 119 257 1,578 1,672 314 658 2,644 4,222

旅 館 54 63 6 58 93 15 44 333 128 56 99 283 616

そ の 他 331 319 67 350 688 132 154 2,041 210 209 1,213 1,632 3,673

141 149 19 187 262 81 157 996 774 162 397 1,333 2,329

1 1 0 2 1 0 0 5 4 0 1 5 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 0 5 5 1 4 19 9 0 12 21 40

0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2

204 220 83 289 375 103 188 1,462 1,346 375 509 2,230 3,692

2 1 0 3 4 0 1 11 2 2 2 6 17

0 0 0 3 7 0 1 11 17 9 16 42 53

16 12 10 13 29 4 2 86 116 12 33 161 247

7 1 0 7 8 1 6 30 11 1 7 19 49

312 444 23 483 449 101 146 1,958 2,565 403 801 3,769 5,727

7 2 0 0 2 0 0 11 8 1 7 16 27

3 2 1 6 9 2 6 29 33 11 13 57 86

245 375 65 463 574 137 260 2,119 1,954 463 880 3,297 5,416

6 9 0 12 11 4 16 58 110 22 15 147 205

156 216 52 277 328 109 182 1,320 1,176 268 493 1,937 3,257

1 2 0 1 6 1 5 16 11 6 10 27 43

0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 2 5 7

0 0 2 2 3 1 2 10 5 0 2 7 17

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

3 11 3 13 13 12 24 79 8 7 3 18 97

4 4 6 12 4 1 9 40 11 16 8 35 75

1 6 0 2 4 4 1 18 4 1 9 14 32

1 7 2 23 6 1 10 50 9 10 8 27 77

2 9 3 13 20 4 16 67 20 9 11 40 107

0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 3

3 8 6 6 24 8 15 70 37 9 31 77 147

42 58 10 71 107 50 95 433 286 74 154 514 947

2 2 0 1 9 2 5 21 9 4 25 38 59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 8 3 12 18 3 4 51 13 7 14 34 85

0 1 2 1 2 0 2 8 6 2 4 12 20

2 3 0 3 13 1 0 22 12 2 5 19 41

2,326 2,935 504 3,610 4,742 1,130 2,152 17,399 21,967 3,875 7,833 33,675 51,074

（注）　施設数は，平成29年3月末現在

計　　　　　①

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

添加物（法第11条第1項の規定
により規格が定められたものに
限 る 。 ） 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー ト
ニ ン グ 製 造 業

み そ 製 造 業

醤 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

食品の冷凍又は冷蔵業

総合計（①＋②）

菓子（パンを含む。）製造
業

乳 処 理 業

業種名

特別牛乳さく取処理業

乳 製 品 製 造 業

集 乳 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

魚 介 類 販 売 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

食 肉 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

かん詰又はびん詰食品製造業
（ 上 記 及 び 下 記 以 外 ）

喫 茶 店 営 業

あ ん 類 製 造 業

アイスクリーム類製造業

乳 類 販 売 業

東部

飲
食
店
営
業

県計県立計 広島市 呉市 福山市 政令市計北部西部東西部
保健所，支所名

50



　イ　許可を要しない施設

広島 呉 福山

学 校 7 11 3 14 32 8 14 89 136 25 75 236 325

病 院 ・ 診 療 所 7 4 6 21 57 7 19 121 240 45 67 352 473

事 業 所 0 1 1 7 13 6 2 30 62 10 0 72 102

そ の 他 39 64 14 109 144 34 81 485 374 122 275 771 1,256

36 54 10 14 16 13 69 212 13 1 6 20 232

164 57 120 303 211 432 1,191 2,478 876 306 135 1,317 3,795

56 384 76 262 244 116 347 1,485 793 256 442 1,491 2,976

84 421 59 247 243 127 300 1,481 842 314 242 1,398 2,879

131 503 73 285 473 178 369 2,012 1,052 675 692 2,419 4,431

831 627 87 529 847 281 513 3,715 3,359 2,012 2,482 7,853 11,568

0 0 1 0 4 0 1 6 1 4 2 7 13

7 60 9 88 196 35 161 556 713 170 402 1,285 1,841

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 105 6 49 66 0 65 339 673 34 235 942 1,281

1,410 2,291 465 1,928 2,546 1,237 3,132 13,009 9,134 3,974 5,055 18,163 31,172

（注）　施設数は，平成29年3月末現在

食 品 販 売 業 （ 上 記 以 外 ）

計　　②

給　　　食
施　　　設

乳 さ く 取 業

食 品 製 造 業

野 菜 ・ 果 物 販 売 業

添 加 物 の 販 売 業

氷 雪 採 取 業
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県計広島市 呉市 福山市 政令市計

器具・容器包装，おもちゃの製造
業 又 は 販 売 業

県立計東部 北部西部業種名  　　　     　　保健所，支所名

添加物（法第11条第１項の規定によ
り規格が定められたものに限る。）製
造 業

西部東

そ う ざ い 販 売 業

菓 子 （ パ ン を 含 む 。 ） 販 売 業



　ウ　条例関係施設（イ 許可を要しない施設の再掲）

広島 呉 福山

287 304 79 394 563 149 255 2,031 1,712 469 683 2,864 4,895

16 14 24 13 80 4 10 161 169 102 60 331 492

3 5 11 9 21 0 1 50 10 55 30 95 145

86 14 68 24 0 0 0 192 59 66 1 126 318

14 1 17 10 8 0 0 50 21 24 3 48 98

406 338 199 450 672 153 266 2,484 1,971 716 777 3,464 5,948

（注）　施設数は，平成2９年3月末現在

県計広島市 呉市 福山市 政令市計北部 県立計業種名　　　　　　保健所，支所名 西部
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西部東 東部

計

か き 作 業 場 ２ 類

か き 作 業 場 １ 類

魚 介 類 等 行 商 業

加 工 水 産 物 製 造 業

加 工 水 産 物 販 売 業
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 (５) 夏期食品一斉監視結果について 

 

  ア 実施期間 

    平成２８年７月１日（金） ～ 平成２８年８月１９日（金） 

 

  イ 実施機関 

    広島県（広島市，呉市及び福山市を除く。） 

 

  ウ 重点監視対象施設 

  （ア）食中毒の原因施設となる頻度が高い施設 

    ａ 生食用もしくは加熱不十分な食鳥肉（内臓を含む。）を提供している施設 

    ｂ 大量調理施設（弁当店，仕出し店，旅館，学校，病院等） 

    ｃ 魚介類及びその加工品を製造，処理及び販売する施設 

  （イ）重大事案等により，継続的な実態把握，指導が必要な施設 

    ａ 浅漬等の製造等を行う施設 

    ｂ 食肉等を取扱う施設（牛の食肉，牛肝臓，豚肉） 

    ｃ その他の食肉等（生食用の馬肉及び馬肝臓，牛肝臓を除く牛の内臓，野生鳥獣肉，結着肉等） 

    ｄ 乳の処理する施設 

  （ウ）と畜場・食鳥処理場及び食肉処理施設 

 

  エ 実施結果 

  （ア） 施設立入（立入件数：５，５２３件，不適件数：１１５件（２．１％）：昨年１９２件（３．３％）） 

    ａ 要許可施設 

主な業種 
立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不 適率 ） 施設基準 
管理運営 
基準等 

製造 
基準等 

表示基準 その他 

飲食店営業 １,３９７ (４２.５) ６１ (４.４) ３４ ３８  ３ ２ 

菓子製造業 ２０５ (６.２) １４ (６.８) ３ １０ １  ２ 

魚介類販売業 ３７９ (１１.５) １５ (４.０) ３ １３  ４ １ 

乳類販売業 ４５３ (１３.８) ２ (０.４) １ １    

食肉販売業 ３９３ (１２.０) ８ (２.０) ３ ５  １  

豆腐製造業 ８ (０.２)  (０)      

めん類製造業 １１ (０.３) ０ (０)      

そうざい製造業 ７４ (２.３) ０ (０)      

その他 ３６３ (１１.１) ８ (２.２) ３ ５    

計 ３,２８３ (１００.０) １０８ (３.３) ４７ ７２ １ ８ ５ 
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    ｂ 食肉衛生重点指導（ａ再掲） 

主な業種 施設数 
立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 施設基準 
管理運営
基準等 

製造 
基準等 

表示基準 その他 

と畜場 １ ２２ (６.３) ０ (０.０)      

食鳥処理場 １５ ７２ (２０.６) ０ (０.０)      

飲食店営業 
（焼肉専門店） 

１９４ ２０ (１０.３) １ (５.０)      

食肉処理業 ５７ １９ (５.７) ０ (０.０)      

食肉販売業（1 類） ２９２ ２１７ (６２．０) ０ (０.０)  ２    

計 ５５９ ３５０ (１００.０) １ (０.３) ０ ２ ０ ０ １ 

 

    ｃ 許可を要しない施設 

主な業種 
立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 
設備の 
不備 

食品の 
取扱不良 

表示基準 その他 

給 食 施 設 ６６ (２．９) ２ (３.０) １ １  １ 

食 品 製 造 業 ４０ (１．８) １ (２．５)  １   

そ う ざ い 販 売 業 ３７７ (１６．８) １ (０.３)  １   

菓 子 販 売 業 ４２４ (１８．９) ０ (０.０)     

食 品 販 売 業 ５７１ (２５．４) ２ (０．４)  ２ １  

そ の 他 ７６２ (３４.０) １ (０.１) １  ３  

計 ２,２４０ (１００.０) ７ (０.３) ２ ５ ４ １ 

 

 

  （イ）食品・食品添加物等の検査及び収去試験（検査件数：４４４件，不適件数：２件） 

食品等 

検 査 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） ６条 １１条 １９条 その他 

魚介類及び 
その加工品 

３１ (７.７) ０ (０.０)     

食肉，食肉製品及び 
食肉加工品 

２５  (７.３) ０ (０.０)     

乳，乳製品及び 
乳類加工品 

１ (１.２) ０ (０.０)     

卵及び 
その加工品 

１  (１.２) ０ (０.０)     

めん類 ２０  (０.０) ０ (０.０)     

菓子類 ４４  (０.０) ０ (０.０)     

穀類加工品 １５  (０.２) ２ (１３．３)  ２   

野菜・果物及びその加工品 ７６  (２５.３) ０ (０.０)     

そうざい及び 
その半製品 

１３５ (４８.０) ０ (０.０)     

その他 ９６ (９.１) ０ (０.０)     

計 ４４４ (１００.０) ２ (０.５)  ２   
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 (６) 食品等の年末一斉監視結果について 

   

ア 実施期間 

    平成２８年１２月１日（木）～平成２８年１２月２８日（水） 

  イ 実施機関 

    広島県（広島市，呉市及び福山市を除く。） 

  ウ 重点監視対象施設 

  （ア）食中毒の原因施設となる頻度の高い施設 

    ａ 大量調理施設（弁当屋，仕出し屋，旅館，学校，病院等） 

    ｂ 生食用又は加熱不十分な食鳥肉を提供している施設 

    ｃ 魚介類及びその加工品を製造，処理，販売する施設 

    （ａ）かきを取り扱う施設 

    （ｂ）フグを取り扱う施設 

  （イ）重大事案等により，継続的な実態把握，指導が必要な施設 

    ａ 食肉等を取扱う施設（牛の食肉，牛肝臓，豚肉） 

    ｂ その他の食肉等（生食用の馬肉及び馬肝臓，牛肝臓を除く牛の内臓，野生鳥獣肉，結着肉等） 

  （ウ）と畜場・食鳥処理場及び食肉処理施設 

 

  エ 実施結果 

  （ア）施設立入（立入件数：３，１６９件，不適件数：９７件（３．１％）昨年１４７件（４．２％） 

    ａ 要許可施設 
主な業種 立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

  （割合）  （不適率） 設備基準 
管理運営 

基準 
製造 

基準等 
表示基準 その他 

飲食店営業 ７３５ (４０．９) ４８ (６．５) ２７ ２0  ５ １ 

菓子製造業 １４１ (７．９) １０ (７．１) ４ ６    

魚介類販売業 ２２１ (１２.３) １１ (５．０) ２ ８ １ ３  

乳類販売業 ２２０ (１２．３) ２ (０.９) １ １    

食肉販売業 １９９ (１１．１) ９ (４．５) ２ ７  ９ １ 

豆腐製造業 ５ (０.３) ０ (０.０)      

めん類製造業 ４ (０.２) １ (２５．０)  １    

そうざい製造業 ５１ (２.８) ５ (９.８) ３ ４    

その他 ２１９ (１２．２) ３ (１．４) ７ ４    

計 １,７９５ (１００.０) ９４ (５．２) ４６ ５１ １ １７ ２ 
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    ｂ 食肉衛生重点指導（ａ再掲） 

主な業種 施設数 
立入件数 不適件数 不適内容 

 （割合）  （不適率） 施設基準 管理運営 
製造 

基準等 
表示基準 その他 

と畜場 １ １３ (６．１) ０ (０.０)      

食鳥処理場 １５ ４６ (２１．４) ０ (０.０)      

飲食店営業 
（焼肉専門店） 

１８０ １５ (７．０) ２ (１３．３) １ １    

食肉処理業 ５４ １０ (４．７) ０ (０.０)      

食肉販売業 
（１類） 

２６９ １３０ (６０．７) ０ (０.０)      

計 ５１９ ２１４ (１００.０) ２ (０.９) １ １ ０ ０ ０ 

 

    ｃ 許可を要しない施設 

主な業種 
立 入 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） 
設備の 
不備 

食品の 
取扱不良 

表示基準 その他 

給 食 施 設 ６３ (４．５) ０ (７.１)     

食 品 製 造 業 １３０ (９．５) ０ (２.６)   １  

そ う ざ い 販 売 業 ２２６ (１６．４) ０ (０.４)     

菓 子 販 売 業 ２３９ (１７．４) ０ (０.０)     

食 品 販 売 業 ３３８ (２４．５) ２ (０．６) ２  １６  

そ の 他 ３７８ (２７．５) １ (０.２)    １ 

計 １,３７４ (１００.０) ３ (０．２) ２ ０ １６ １ 

 

   （イ）食品・食品添加物等の検査及び収去試験（検査件数：２２１件，不適件数：６件） 

食品等 

検 査 件 数 不 適 件 数 不 適 内 容 

 （割合）  （不適率） ６条 １１条 １９条 その他 

魚介類及び 
その加工品 

１０３ (４７.８) ５ (４．９)  ５  
 
 

食肉，食肉製品及び 
食肉加工品 

２ (１.０) ０ (０.０)     

乳，乳製品及び 
乳類加工品 

０ (０.５) ０ (０.０)     

めん類 ０ (９.９) ０ (０.０)     

菓子類 １９ (５.９) ０ (０.０)    
 
 

穀類加工品 ０ (２.５) ０ (０.０)    
 
 

野菜・果物及びその
加工品 

２９ (４.９) １ (３．４)  １  
 
 

そうざい及び 
その半製品 

３１ (１７.７) ０ (０.０)    
 
 

その他 ３７ (９.９) ０ (０.０)     

計 ２２１ (１００.０) ６ (２．７) ０ ６ ０ ０ 

 

 


